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平成２８年１２月２２日 
長崎県企画振興部市町村課 
 内線：2134 直通：895-2134 
 担当：田村、浦上、宮本 

 
 

平成２７年度市町等地方公営企業決算の概要について 
 
 
県内市町及び一部事務組合が経営する地方公営企業について、平成２７年度の決算状況を
取りまとめましたので概要をお知らせいたします。 
 
 
 
＜ポイント＞ 
１．「事業数」は、１３２事業で前年度に比べて３事業減少 
２．「職員数」は、２，０９２人で前年度に比べて２５１人減少 
３．「決算規模」は、１，１７４億１５百万円で前年度に比べて１３２億８３百万円減少 
４．「収支」は、８４億７５百万円の黒字で、前年度に比べて６６億３８百万円増加 
５．「料金収入」は、６４４億２９百万円で前年度に比べて２９億２百万円減少 
６．「企業債発行額」は、１６５億２百万円で前年度に比べて１２億５４百万円減少 
７．「他会計繰入金」は、２３６億６２百万円で前年度に比べて５億４３百万円減少 
８．「建設投資額」は、３２９億９９百万円で前年度に比べて１１億５８百万円増加 
９．「企業債現在高」は、３，６６２億４８百万円で前年度に比べて１６９億５４百万円 
減少 

 
 
 
 
【参考】地方公営企業会計の新基準（平成２６年度実施） 

  
平成２６年度は、地方公営企業会計の新基準の適用により、退職給付引当金の一括 
計上など平成２６年度限りの費用が発生し、一部の病院事業や交通事業において赤字と 
なったが、平成２７年度においてはその影響が無くなったことにより、多くの企業で 
黒字となった。（新基準は、法適用事業のみに適用） 
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 ◆地方公営企業とは 

・ 地方公共団体が公共の福祉の増進を目的として経営する企業 
水道、工業用水道、交通、電気、ガス、病院、簡易水道、下水道、と畜場、宅地造成
事業、港湾整備、市場、観光施設 

  ・ 一般行政事務がその財源を主として租税によっているのに対し、公営企業は事業活動のた
めに必要となる収入を、原則として利用者からの料金によっている。 

 
○「地方公営企業法」の適用企業、法非適用企業について 
・ 地方公営企業には、「地方公営企業法（以下、「法」という）」が適用される企業と適用さ
れない企業がある。 

・ 法が適用される企業は、企業としての経済性を発揮することが特に要請されるものであ
り、会計処理が、発生主義に基づく複式簿記により処理されるなど、普通会計の会計手
法である官庁会計と異なっている等の特徴がある。 

 

法
適
用 

水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、 
病院事業（病院については財務等に関する規定の適用） 

地
方
公
営
企
業 

法
非
適
用 

簡易水道事業、下水道事業、と畜場、宅地造成事業など 
※法非適用事業についても、条例により、任意に法を適用することは可能。 

     



１．事業数

.

　県内21市町、一部事務組合が経営する地方公営企業の事業数は、平成27年度末現在132事
業で、前年度に比べ3事業、2.2％減少しており、減少した事業は、簡易水道事業の水道事業へ
の統合による廃止（△1）、広域水道企業団の解散による廃止（△1）、路線バス事業に係る交通
事業の廃止（△1）、市営病院の1つが県病院企業団へ移管したことによる廃止（△1）、特定地域
生活排水事業を行っている団体のうちの1つが個人設置型浄化槽へ移行したことによる下水道
事業の廃止（△1）、土地区画整理事業にかかる宅地造成事業の廃止（△1）が挙げられる。ま
た、駐車場事業の新設（+1）、内陸工業用地にかかる宅地造成事業の新設（+1）、臨海工業用地
にかかる宅地造成事業の新設（+1）により3事業増加したため、全体としては3事業の減少となっ
た。事業数を事業別に見ると、下水道事業が最も多く、次いで水道事業、宅地造成事業となって
いる。

事業数の状況

事業数

132事業

（100.0％）

（単位：事業、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 18 19 △ 1 11 12 △ 1 29 31 △ 2 △ 6.5

交通 2 3 △ 1 6 6 0 8 9 △ 1 △ 11.1

病院 5 6 △ 1 － － － 5 6 △ 1 △ 16.7

下水道 14 14 0 35 36 △ 1 49 50 △ 1 △ 2.0

その他 6 6 0 35 33 2 41 39 2 5.1

合計 45 48 △ 3 87 87 0 132 135 △ 3 △ 2.2

 事 業 数 

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

29事業
22.0％

交通

8事業
6.1％

病院

5事業
3.8％

下水道

49事業
37.1％

その他

41事業
31.0％〔内訳〕

工業用水道 5

市場・と畜場 4

宅地造成 10

観光 9

その他 13
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２．職員数

.

　職員数は、平成27年度末現在2,092人で、前年度に比べ251人、10.7％減少して
いる。
　職員数が減少した主な理由は、市営病院の１つが県病院企業団へ移管したこと
や、介護サービス２事業が抜本的な改革により民間譲渡されたこと等による。
　職員数を事業別にみると、病院事業が最も多く、次いで水道事業、下水道事業と
なっている。

職員数の状況

水道

656人

31.3％

交通

102人

4.9％

病院

991人

47.4％

職員数

2,092人

（100.0％）

〔内訳〕

工業用水道 6

市場・と畜場 19

宅地造成 5

観光 9

その他 15

下水道

289人

13.8％

その他

54人

2.6％

（単位：人、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 559 573 △ 14 97 100 △ 3 656 673 △ 17 △ 2.5

交通 73 78 △ 5 29 29 0 102 107 △ 5 △ 4.7

病院 991 1,186 △ 195 － － － 991 1,186 △ 195 △ 16.4

下水道 240 243 △ 3 49 51 △ 2 289 294 △ 5 △ 1.7

その他 6 6 0 48 77 △ 29 54 83 △ 29 △ 34.9

合計 1,869 2,086 △ 217 223 257 △ 34 2,092 2,343 △ 251 △ 10.7

 職 員 数 

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

４



３．決算規模

※決算規模は支出ベース

.

　決算規模は1,174億15百万円で、前年度に比べ、132億83百万円、10.2％減少し
ている。
　決算規模が減少した主な理由は、平成26年度に会計基準の見直しがあり、法適
用企業において退職給付引当金が一括計上され一時的に費用が増加していた
が、平成27年度はその影響がなくなったことによる。
　決算規模を事業別にみると、下水道事業が最も多く、次いで水道事業、病院事
業となっている。

決算規模の状況

決算規模

117,415百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 32,632 36,210 △ 3,578 8,619 9,201 △ 582 41,251 45,411 △ 4,160 △ 9.2

交通 1,609 2,401 △ 792 617 466 151 2,226 2,867 △ 641 △ 22.4

病院 21,595 27,405 △ 5,810 － - - 21,595 27,405 △ 5,810 △ 21.2

下水道 37,029 39,472 △ 2,443 6,507 6,469 38 43,536 45,941 △ 2,405 △ 5.2

その他 719 721 △ 2 8,088 8,353 △ 265 8,807 9,074 △ 267 △ 2.9

合計 93,584 106,209 △ 12,625 23,831 24,489 △ 658 117,415 130,698 △ 13,283 △ 10.2

決 算 規 模 

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

41,251百万円

35.1％

交通

2,226百万円

1.9％

病院

21,595百万円

18.4％

下水道

43,536百万円

37.1％

その他

8,807百万円

7.5％〔内訳〕

工業用水道 646

市場・と畜場 1,835

宅地造成 2,388

観光 1,751

その他 2,187

５



４．収支の状況

.

※H26年度が赤字でH27年度が黒字の事業については、増減率（Ｊ）は示すことができない。
※収支とは、その会計年度の収入から支出を差し引いたもの。
　・法適用企業：総収益から総費用を差し引いた額
　・法非適用企業：歳入歳出差し引き額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた額
※建設中事業は除く

　公営企業全体の収支は、84億75百万円の黒字で、前年度に比べ、66億38百万
円、361.4％増加している。
　黒字額が増加した主な理由は、平成26年度に会計基準の見直しがあり、法適用
企業において退職給付引当金が一括計上され、一時的に費用が増加していた
が、平成27年度はその影響がなくなったことによる。
　収支を事業別にみると、水道事業が最も多く、次いで下水道事業、病院事業と
なっている。

収支の状況

収支

8,475百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 4,326 1,849 2,477 106 85 21 4,432 1,934 2,498 129.2

交通 34 △ 370 404 45 33 12 79 △ 337 416 －

病院 286 △ 2,061 2,347 － － － 286 △ 2,061 2,347 －

下水道 3,382 2,032 1,350 95 83 12 3,477 2,115 1,362 64.4

その他 85 108 △ 23 116 78 38 201 186 15 8.1

合計 8,113 1,558 6,555 362 279 83 8,475 1,837 6,638 361.4

事 業 別 総 収 支 額

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

4,432百万円

52.3％

交通

79百万円

0.9％

病院

286百万円

3.4％

下水道

3,477百万円

41.0％

その他

201百万円

2.4％〔内訳〕

工業用水道 86

市場・と畜場 0

宅地造成 17

観光 9

その他 89
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５．料金収入  （収入）

.

　料金収入は、644億29百万円で、前年度に比べ29億2百万円、4.3％減少してい
る。
　料金が減少した主な理由は、市営病院の１つが県病院企業団へ移管したことに
よる。
　料金収入を事業別にみると、水道事業が最も多く、次いで下水道事業、病院事
業となっている。

料金収入の状況

料金収入

64,429百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 24,484 24,297 187 3,026 3,098 △ 72 27,510 27,395 115 0.4

交通 1,177 1,296 △ 119 91 86 5 1,268 1,382 △ 114 △ 8.2

病院 16,327 18,049 △ 1,722 － － － 16,327 18,049 △ 1,722 △ 9.5

下水道 15,259 15,075 184 1,178 1,141 37 16,437 16,216 221 1.4

その他 553 543 10 2,334 3,746 △ 1,412 2,887 4,289 △ 1,402 △ 32.7

合計 57,800 59,260 △ 1,460 6,629 8,071 △ 1,442 64,429 67,331 △ 2,902 △ 4.3

料 金 収 入

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

27,510百万円

42.7％

交通

1,268百万円

2.0％

病院

16,327百万円

25.3％

下水道

16,437百万円

25.5％

その他

2,887百万円

4.5％

〔内訳〕

工業用水道 553

市場・と畜場 666

宅地造成 546

観光 210

その他 912
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６．企業債発行額  （収入）

.

　企業債発行額は、165億2百万円で、前年度に比べて12億54百万円、7.1％減少
している。
　企業債発行額が減少した主な理由は、交通事業における新船購入（２件）や宅
地造成事業における土地造成等によって企業債発行額が増加したものの、病院
事業において大規模施設整備が一段落したことや、下水道事業の借換債発行が
減少したことにより、全体として減少している。
　発行額を事業別にみると、下水道事業が最も多く、次いで水道事業、病院事業と
なっている。

企業債発行額の状況

企業債発行額

16,502百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 3,914 3,582 332 1,688 2,261 △ 573 5,602 5,843 △ 241 △ 4.1

交通 0 0 0 142 15 127 142 15 127 846.7

病院 878 1,821 △ 943 － - － 878 1,821 △ 943 △ 51.8

下水道 7,232 8,281 △ 1,049 696 685 11 7,928 8,966 △ 1,038 △ 11.6

その他 0 0 0 1,952 1,111 841 1,952 1,111 841 75.7

合計 12,024 13,684 △ 1,660 4,478 4,072 406 16,502 17,756 △ 1,254 △ 7.1

企 業 債 発 行 額

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

5,602百万円

34.0％

交通

142百万円

0.9％

病院

878百万円

5.3％

下水道

7,928百万円

48.0％

〔内訳〕

工業用水道 0

市場・と畜場 36

宅地造成 751

観光 680

その他 485

その他

1,952百万円

11.8％

８



７．他会計繰入金  （収入）

.

　他会計繰入金は236億62百万円で、前年度に比べ5億43百万円、2.2％減少して
いる。
　他会計繰入金が減少した主な理由は、市営病院の１つが県病院企業団へ移管
したことによる。
　他会計繰入金を事業別にみると、下水道事業が最も多く、次いで水道事業、病
院事業となっている。

他会計繰入金の状況

繰入金

23,662百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 2,177 2,531 △ 354 2,868 2,282 586 5,045 4,813 232 4.8

交通 15 34 △ 19 129 137 △ 8 144 171 △ 27 △ 15.8

病院 2,018 2,682 △ 664 － － － 2,018 2,682 △ 664 △ 24.8

下水道 10,082 10,210 △ 128 3,855 3,827 28 13,937 14,037 △ 100 △ 0.7

その他 101 179 △ 78 2,417 2,323 94 2,518 2,502 16 0.6

合計 14,393 15,636 △ 1,243 9,269 8,569 700 23,662 24,205 △ 543 △ 2.2

他 会 計 繰 入 金

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

5,045百万円

21.3％

交通

144百万円

0.6％

病院

2,018百万円

8.5％

下水道

13,937百万円

59.0％

その他

2,518百万円

10.6％〔内訳〕

工業用水道 100

市場・と畜場 936

宅地造成 526

観光 309

その他 647

９



８．建設投資額  （支出）

.

　建設投資額は、329億99百万円で、前年度に比べ11億58百万円、3.6％増加して
いる。
　建設投資額が増加した主な理由は、病院事業における施設整備費の減少に
よって建設投資額が減少したものの、下水道事業において長寿命化対策に係る
工事費等が増加したことにより、全体として増加している。
　建設投資額を事業別にみると、水道事業が最も多く、次いで下水道事業、病院
事業となっている。

建設投資額の状況

建設投資額

32,999百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 13,373 12,545 828 2,903 4,013 △ 1,110 16,276 16,558 △ 282 △ 1.7

交通 88 69 19 207 23 184 295 92 203 220.7

病院 1,964 2,668 △ 704 － － － 1,964 2,668 △ 704 △ 26.4

下水道 10,544 8,934 1,610 1,643 1,621 22 12,187 10,555 1,632 15.5

その他 57 28 29 2,220 1,940 280 2,277 1,968 309 15.7

合計 26,026 24,244 1,782 6,973 7,597 △ 624 32,999 31,841 1,158 3.6

建 設 投 資 額

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

16,276百万円

49.3％

交通

295百万円

0.9％

病院

1,964百万円

6.0％

下水道

12,187百万円

36.9％

その他

2,277百万円

6.9％

〔内訳〕

工業用水道 57

市場・と畜場 92

宅地造成 1120

観光 919

その他 89
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９．企業債現在高

.

　企業債現在高は、3,662億48百万円で、前年度に比べ169億54百万円、4.4％減
少している。
　企業債現在高が減少した主な理由は、下水道事業及び水道事業における企業
債発行額を上回る償還により、全体として減少している。
　企業債現在高を事業別にみると、下水道事業が最も多く、次いで水道事業、病
院事業となっている。

企業債現在高の状況

企業債現在高

366,248百万円

（100.0％）

（単位：百万円、％）

H27 H26 増減 H27 H26 増減 H27 Ｈ26 増減 増減率

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J＝I/H

水道 84,414 84,589 175 29,243 31,276 2,033 113,657 115,865 △ 2,208 △ 1.9

交通 44 70 26 239 131 △ 108 283 201 82 40.8

病院 13,374 17,969 4,595 － - － 13,374 17,969 △ 4,595 △ 25.6

下水道 183,580 190,589 7,009 38,648 40,444 1,796 222,228 231,033 △ 8,805 △ 3.8

その他 2,719 2,970 251 13,987 15,164 1,177 16,706 18,134 △ 1,428 △ 7.9

合計 284,131 296,187 12,056 82,117 87,015 4,898 366,248 383,202 △ 16,954 △ 4.4

企 業 債 現 在 高

区分

法適用企業 法非適用企業 合計

水道

113,657百万円

31.0％

交通

283百万円

0.1％

病院

13,374百万円

3.7％

下水道

222,228百万円

60.6％

その他

16,706百万円

4.6％
〔内訳〕

工業用水道 2,719

市場・と畜場 5,185

宅地造成 3,906

観光 1,867

その他 3,029
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                                    【 参 考 】 
 
 
 
 
 
（１）新基準の趣旨など  
  
   （趣旨） 

民間の企業会計制度と昭和４１年以来大きな改正がされていなかった地方公営企
業会計制度との間に生じている違いの整合性を図り、民間企業の同種事業との相
互の比較分析などを容易にするために、地方公営企業会計制度の見直しが行われ、
新基準が適用されることとなった。 

 
（適用年度） 
平成２６年度の予算（決算）から適用する。（法適用事業のみの適用） 

 
（２）新基準の主な内容 
 
○ 従来は任意とされていた引当金（退職給付引当金、貸倒引当金等）の計上を義務化。 
 
○ 従来は「資本」に計上されていた企業債等を「負債」に計上。 
 
○ 従来は減価償却を行わないことができた補助金等を充当した部分の固定資産につ
いて、すべて減価償却の対象とし、補助金等は「負債」に計上。 

 
○ 時価が帳簿価格より下落しているたな卸資産（造成した土地等）に時価評価を義務
付け。 

地方公営企業会計の新基準について（平成 26 年度実施） 


